
不登校等の児童生徒への対応及び 

重大事案の未然防止に関する 

マニュアル 

 近年、生徒指導上の課題には、不登校及び自殺や自殺未遂等の重大事案発

生の深刻化があります。このような状況下にあって、何よりも生徒たちの命

を守ることが重要であります。また、学校が全ての児童生徒たちにとって、

安心して楽しく通える魅力ある環境となるよう、学校関係者が一丸となって

取り組まなければなりません。 

 本マニュアルでは、不登校等の児童生徒への対応及び重大事案の未然防止

に関する対応について示しています。各学校の実情に応じて、児童生徒への

適切な支援を心がけてください。 

１ 不登校等の児童生徒への対応 

 ＜不登校等の早期発見・早期対応のために＞   Ｐ１～２ 

 ＜チーム支援のプロセス＞           Ｐ３～６ 

  ・ チーム支援のプロセス（例） 

  ・ ケース会議の進め方（例） 

２ 重大事案の未然防止 

 ＜ＳＯＳの出し方に関する教育＞        Ｐ７ 

 ＜自殺の危険が高まった児童生徒への関わり＞  Ｐ８ 

３ 相談窓口                  Ｐ９ 
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- 1 - 

 

１ 不登校等の児童生徒への対応 

＜不登校等の早期発見・早期対応のために＞ 

 不登校等の児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標

にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立す

ることを目指す必要があること。また、児童生徒によっては、不登校の時期が

休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅

れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意する 

こと。 

  

•クラス担任等が日常の観察の中で気になった児童生

徒の状況（強みや課題）等を記録する。

•記録した情報を必要に応じて学校内で共有できるよ

うにして保管する。

普段から

【児童生徒情報

の記録と保管】

•電子メールやアプリにより欠席連絡する場合も含め、

保護者から欠席連絡があり、明確な理由が述べられ

ていたとしても、継続して家庭との連携を密にして、

児童生徒の状況を確認する。

•当該児童生徒の様子を再確認するため、保護者から

の欠席連絡を受ける際には、可能な限りクラス担任

や学年主任につなぐ。

•管理職と状況を共有し、必要に応じて家庭訪問する。

欠席当日

欠席２日目

【生徒の状況

確認】

•クラス担任等が、連続欠席３日目からの児童生徒を

チェックし、管理職などへ状況報告する。

•管理職を含め生徒指導部会等において、状況に応じ

て、周囲の児童生徒や保護者、教職員等にも聴き取

りをするなどして組織的に欠席の原因や背景を把握

する。

•今後の対応方法を検討するとともに、児童生徒や保

護者とのつながりのある教職員を中心に引き続き家

庭訪問等を実施する。

連続欠席等

３日目～

【校内で情報

共有】
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•児童生徒が支援の必要な場合や支援の必要性が予想

される場合のほか、保護者及び児童生徒本人からの

希望等により、児童生徒等の状況の共通理解を図る。

•管理職、クラス担任、教科担任、部活動顧問、養護

教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー等が中心となり、それまでに得た情報等を

基にアセスメントする。

•必要に応じて医療や福祉等の関係機関（警察、法務

少年支援センター、児童相談所、要保護児童対策地

域協議会、医療機関、保健所・保健センター等）と

協議し、組織的な支援計画を立てる。

•児童生徒本人に関わる全員で情報を共有し、役割分

担の確認を行う。

•個人情報の取扱いについての確認を行う。

連続欠席等

７日目～

【生徒理解・支

援計画作成】

•共有した支援計画を基に、学校、家庭、関係機関で

対応を行い、随時情報共有する。

•支援の実施状況を踏まえて、必要に応じて計画を修

正し、継続した支援を行う。

支援の実施

評価及び見直し

•支援による結果を含めて現状を整理し、進級先に支

援計画を提供し、情報を共有することが望ましい。

•進級したクラスにおいても、それまでの支援の状況

を適切に把握・分析し、計画を作成し、一貫した支

援を行う。

引継ぎ

 「欠席３日目」や「欠席７日目」は、あくまでも目安である。その状況に

応じて対応する。 

 高校入学直後や進級直後など、生活環境が変わるときに、欠席が多くな

る傾向がある。以前に不登校等となっており、現在は復帰した児童生徒に

ついても丁寧に引継ぎを行い、切れ目のないよりきめ細かな対応を心がけ

ること。 

※ 児童虐待が疑われる場合 

  欠席の理由について説明を受けている場合であっても、そ

の理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上

欠席した場合には、定期的な情報提供の期日を待つことなく、

速やかに市町村又は児童相談所に情報提供すること。 
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＜チーム支援のプロセス＞ 

 クラス担任一人ではできないことも、他の教職員や多職種の専門家、関係機

関がチームを組み、アセスメントに基づいて役割分担をすることで、指導・援

助の幅や可能性が広がる。学校だけでは対応しきれない部分をカバーしたり、

よりよい解決の方向性を見いだしたりするためには、多職種の専門家との連携

が不可欠である。 

 

 

 

 

チーム支援のプロセス（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① チーム支援の判

断とアセスメン

トの実施

児童生徒の課題解決に向けて、関係する複数の

教職員が参加する、アセスメントのためのケース

会議を開催する。

当該児童生徒の課題に関連する問題状況や緊急

対応を要する危機の程度等についての情報を収

集・分析・共有し、課題解決に有効な支援仮説を

立て、支援目標や方法を決定するための資料を提

供し、チーム支援の必要性と方向性について判断

する。アセスメントに基づいて「支援計画」が作

成されるので、アセスメントは支援の成否の鍵で

ある。

② 課題の明確化と

目標の共有

児童生徒の課題を明確化し、具体的な目標（方

針）を共有した上で、それぞれの専門性や持ち味

を生かした役割分担を行う。

③ チーム支援計画

の作成

アセスメントに基づいて、問題解決のための具

体的なチームによる指導・援助の計画を作成する。

「何を目標に（長期目標と短期目標）、誰が（支

援担当者や支援機関）、どこで（支援場所）、ど

のような支援を（支援内容や方法）、いつまで行

うか（支援期間）」を記載した「チーム支援計

画」を作成し、支援目標を達成するための支援チ

ームを編成する。

★アセスメントとは 

 「見立て」とも言われ、解決すべき問題や課題のある事例（事

象）の家族や地域、関係者などの情報から、なぜそのような状

態に至ったのか、生徒の示す行動の背景や要因を、情報を収集

して系統的に分析し、明らかにしようとするもの。 
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④ チーム支援の

実践

チーム支援計画に基づいて、指導・援助を組織

的に実施する。

・定期的な

チームによ

るケース会

議の開催

メンバーの支援行為、児童生徒や

保護者の反応・変化についての経過

報告を行い、目標達成の進捗状況を

把握する。特に、効果的な支援は継

続・発展させ、そうでない支援は中

止・改善する。

・関係者間

の情報共有

と記録保持

支援対象となっている児童生徒や

保護者との密接な情報共有が、効果

的な実践や信頼関係の基盤となる。

会議の録音や会議録、チームとして

の活動記録などを、適切に保存する。

・管理職へ

の報告・連

絡・相談

チーム支援の活動に関しては、管

理職に報告・連絡・相談をし、細や

かな情報共有を行う。管理職は、支

援チームの活動状況を把握（モニタ

リング）し、効果について評価した

上で、適時適切な指示や助言を行う。

⑤ 点検・評価に基

づくチーム支援

の終結・継続

チーム支援計画で設定した長期的、短期的な

目標の達成状況について学期末や学年末に総括

的評価を行う。

チーム支援計画の目標が達成されたと判断さ

れた場合は、チーム支援を終結する。年度を越

える場合は、再度新年度にケース会議を開催し

てアセスメントを行い、チーム支援計画を見直

して支援を継続する。その際、前年度における

支援の状況（児童生徒の様子、活動記録など）

についての引継ぎが、支援の継続性を担保する

鍵である。
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ケース会議の進め方（例） 

 ケース会議の目的は、その児童生徒や家庭に必要な指導・援助は何か、ど

うやってそれを届けていくか、を決定することである。そのためには、課題

を明確化し、具体的な目標（方針）を共有した上で、それぞれの専門性や持

ち味を生かした役割分担を行う必要がある。 

 また、指導・援助は中・長期的に継続されていくものであり、長期目標（最

終到達地点）と、それを目指すスモールステップとしての短期目標が必要にな

る。状況に応じて、短期目標を修正したり、次のステップへと進めたりするた

め、ケース会議は継続的に行われるものであることを共通理解しておくことも

大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ポイント 

（１）関係者全員の参加が望ましい。 

  当該児童生徒と保護者にとっての優先事項、必要な支援、役割分担に

ついて、共通理解を図るため。 

（２）参加者が話しやすい環境づくりをする。 

（３）会議の終了時間と目標を決めておく。 

  貴重な機会を有効に活用できるよう、あらかじめ、会議の終了時間を

決めておき、終了時間までに確実にたどり着きたい目標について、全員

と共通理解を図った上で会議に臨むこと。 

（４）会議で話し合うことと時間配分を考えておく。 

（５）参加者の意見や検討状況を視覚的に整理する。 

（６）次回の日程や連絡方法を決める。 

 ※ 会議の流れを記録し、また、会議終了後には決定事項などを関係者

で共有できるようにする。 

  

○ 留意点 

 ・ 組織が実効的な機能を果たすためには、教職員間での情

報共有が可能になるように、アセスメントシートなどを活

用して情報や対応方針の「可視化（見える化）」を図る。 

 ・ 組織が真に機能するためには「無知、心配性、迷惑と思

われるかもしれない発言をしても、この組織なら大丈夫

だ｣と思える、発言することへの安心感を持てる状態（「心

理的安全性」）をつくり出すこと。 
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２ 進め方（例） 

準
備
段
階 

・事例報告者（おおむね担任）と話し合う中で、何に困っているの

か、検討したいことは何か明確にし、問題点を焦点化する。 

・ケース会議の参加メンバーを決める。 

・ケース会議の日程調整 

ケ
ー
ス
会
議 

① ケース会議の開催に当たって参加者に伝える。 

 ・守秘義務を確認する。 

 ・事例担当者への批判的発言は控えること。 

 ・渦中であるクラス担任や学年には見えにくい違った視点が参考になること。 

 ・関わっている教師たちのいいと思う点は積極的に発言する。 

 ・ケース会議は誰かが方針決定してそれを受けるのではなく、みんなで決定し

てつくるもの。 

② 事例報告者から、何に困っていて何を検討してほしいか出しても

らう。 

③ 事例報告者からどのような生徒であるか簡単に説明する。 

 ・成績、学力、学校での様子、友人関係、家族のこと など 

④ 児童生徒に関わる関係者から、児童生徒とどのような関わりがあ

るのか、どのような状態なのか出してもらう。 

⑤ 質問がないか参加者に尋ねる。 

⑥ 事実を出してもらいながら、違った視点の意見、ポジティブな意

見はピックアップして強調する。そして、次のことを明確にする。 

 ・どこに注目したらよいか、何が課題か、不足情報は何か など 

⑦ アセスメントと仮説を複数立てていく。 

⑧ 何を目標にしていけばいいか明らかにする。 

 ・長期的な目標と短期的な目標を出す 

⑨ アセスメントと目標から、誰が何をするか具体的なことを明確に

する。 

⑩ 目標と具体的作戦を次回会議まで徹底する。 

⑪ 会議終了後、すぐに参加者に会議で決定した目標と役割分担が明

確に書かれたケース会議記録を配布する。 

会
議
終
了
後 

・事例報告者にはねぎらいの言葉かけを行う。 

・関係者には、絶えず事例を話題にする。（決定した目標を忘れない。

役割を持続できる。クラス担任一人で抱え込まない。） 
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２ 重大事案の未然防止 

 児童生徒が自殺をほのめかしたり、深刻な自傷行為に及んだり、遺書のよ

うな手紙やメモを残して家出をしたりといった状況は、自殺やその他の重大

な危険行為の「予兆」段階であると捉える必要がある。各学校においては、

自殺を含めた重大事案の未然防止のため、自殺予防教育に取り組む必要があ

る。なお、取組に当たっては、各学校の実情、児童生徒の実態に合わせて、

組織的、計画的に進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＳＯＳの出し方に関する教育＞ 

 次の資料を活用して、各学校においてＳＯＳの出し方に関する教育を積極的

に推進すること。 

①「子供に伝えたい自殺予防」         文部科学省 

②「ストレス対策ガイドブック（高校生）２０２０自殺予防 

教育のための指導者の手引き」  福島県精神保健福祉センター 

③「『こまったな』と思ったら“ＳＯＳ”を出してみよう」 

福島県教育委員会 

④「『ＳＯＳの出し方に関する教育』を推進しましょう」 

福島県教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期の問題認識

（心の危機に気付く力）

援助希求的態度の促進

（相談する力）

 心の危機についての正しい知識

と理解を持ち、困ったときに相談で

きる援助希求的な態度がとれるよ

うになれば、自分の危機の克服と友

人の危機への支援が可能となり、自

殺予防に限らず、生涯にわたる心の

健康の保持につながる。 

○ 留意点 

 ・ 教職員間で自殺予防教育の必要性についての共通理解

を図る。 

 ・ 心の危機を直接扱う授業を実施する場合は、事前に生

育歴も含めて生徒の状況を把握し、リスクの高い児童生

徒は無理に授業に参加させないなどの配慮を行う。 

 ・ 児童生徒が心の危機を訴えたときに、クラス担任や養

護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカー、管理職などが役割分担して受け止めることので

きる体制を整える。 
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＜自殺の危険が高まった児童生徒への関わり＞ 

 自殺の危険に気づいたときの対応の参考になるのが、「ＴＡＬＫの原則」で

ある。 

 何より大切なことは、児童生徒の声をしっかりと「聴く」ことである。共感

的に理解するためには、たとえ児童生徒であっても、その子なりに精一杯生き

ていることを尊重し、言いくるめたりコントロールしたりすることはできない

し、そう思うのは大人の側の欲だと自覚することが必要である。 

 また、児童生徒の話をきちんと受け止めるには、教職員自身が自分の考え方

や感じ方のクセを知ること（自己理解）と、言葉にならない「ことば」を聴こ

うとする姿勢を持つことが大切である。なお、一人で抱え込まないためには、

教職員間においても、多職種の関係者間においても、相談しやすい体制づくり、

雰囲気づくりを日頃から進めておくことが不可欠である。 

 

自殺及び自殺未遂が起こったとき 

 児童生徒の自殺が起きたときの対応マニュアル（別冊）により対応する。  

＜ＴＡＬＫの原則＞ 

Ｔｅｌｌ      心配していることを言葉に出して伝える。 

Ａｓｋ       「死にたい」と思うほどつらい気持ちの背景にある

ものについて尋ねる。 

Ｌｉｓｔｅｎ    絶望的な気持ちを傾聴する。話をそらしたり、叱責

や助言などをしたりせずに訴えに真剣に耳を傾ける。 

Ｋｅｅｐ ｓａｆｅ 安全を確保する。一人で抱え込まず、連携して適切

な援助を行う。 
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３ 相談窓口 

 


